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紳

戸

正

ま住

京豆

持尋

言論

叢
第
二
十
一
審

第
四
鋭

埴

場

時

百

田

拾

四

抽

)

大
正
十
四
年
十
月
後
行

論

叢

整

税

案

負
債
利
子 の

快

貼
、r、.

L 
て
の

の

問
題

締
官
(
本
晴
由
目
的
)

m
m
A
政
直
接
基
本
枯
に
品
目
け
る
負
債
考
慮
。
品
彊
(
一
公
平
負
地
上
A
共
積
極
的
説
明

B
消
極
的
詰
明
ニ
紐
済
政
策
上
三
枇
合
政
策
上
回
一
財
政
々

(

(

(

(

(

(

 

錦
上
五
碓
貨
原
則
上
)

第
二
段
直
接
基
本
各
枇
に
於
け
る
負
債
考
慮
白
度
合
(
寸
所
得
枕
心
躍
詰
よ
け
負
債
考
慮
白
山
宵
括
討
負
債
考
慮
白
貨
行
上
白
闘
離
1
掛
軸
技
栴
よ

{

{

{

 

且
遊
説
噛
上
向
岨
宜
A
品
小
費
原
則
上
川
財
政
々
拍
車
上
川
負
債
芳
郎
一
貨
有
難
。
匡
正
策
…
山
所
得
稚
自
身
に
て
川
制
完
一
腕
ド
ト
て
川
賞
臨
上
川
商
品
川
同
川

)

)

)

)

)

 

備
2
英
3
描
米
る
我
邦
I
節
一
種
所
得
に
で
2
第
二
禍
所
鮮
に
て
3
第
=
一
種
所
持
に
て

a
不
経
除
由
も
の
b
挫
臨
す
る
も
の
二
枇
盆
説
A
串
詑
上

{

{

(

{

(

 

叶
負
債
利
子
雲
市
岨
置
は
考
慮
不
十
分
自
瑚
由
討
共
結
晶
4

凶
器
山
よ
い
川
外
園
川
我
邦
的
財
産
税
)

結
論
(
全
文
白
誕
旨
並
に
拡
蹄
紡
)

論

叢

整
時
案
由
一
僻
酎
と
し
て
の
負
債
刺
子
の
問
題

第
二
十
]
巷

{
第
四
観

) 

四
六
五



L 幽

論

叢

回
穴
式

盤
税
案
。
一
怯
勤
と
し
で
由
負
債
利
子
白
問
題

第
二
十
一
巻

(
第
四
蹴

緒

百

政
府
は
今
度
、
多
年
の
懸
案
を
解
決
し
、
整
税
案
を
立
て
た

Q

其
は
直
接
基
本
税
に
闘
し

τは
、
所
得
税
を
中

軸
ご
し
、
地
租
管
業
税
資
本
利
子
税
を
以
て
之
を
補
完
せ
し
む
る
の
案
で
あ
る
。
共
の
縛
め
、
家
屋
税
を
繰
〈
の

品
肌
鈷
を
苑
れ
争
、
各
積
牧
盆

ω聞
に
負
携
の
均
衡
を
得
宇
、
殊
に
傍
業
税
が
本
来
・
資
本
利
子
校
よ
b
も
聴
か
る

ぺ
き
に
拘
ら
や
'
割
高
ぜ
な
争
、
地
租
(
特
に
田
畑
)
融
営
業
税
に
は
兎
税
献
が
出
来
た
け
れ
ど
も
、
資
本
利
子
の
大
部

分
は
源
泉
課
税
Z
な
る
潟
め
に
之
を
帥
腕
き
、
税
率
は
殆
ん
ど
凡
ぺ
て
比
例
で
ゐ
b
、
替
業
税
の
課
税
標
準

t
L
て

外
形
標
準
を
棄
て
、
大
陸
、
且
官
業
所
得
に
依
る
こ
と
、
な
っ
た
の
は
給
付
能
カ
に
劃

L
て
一
屠
公
平
吉
な
っ
た
や

う
で
も
あ
る
が
、
併
L
其
縛
め
之
が
捕
捉
に
一
層
困
難
を
加
へ
、
紛
争
の
稽
ご
な
る
の
恐
も
あ
h
、
地
租
の
見
税

駄
を
定
む
る
の
に
、

一
市
町
村
内
に
於
け
る
或
人
り
持
高
に
依
る
縛
め
に
一
市
町
村
内
の
み
に
田
畑
を
有
つ
者

E
、
数
市
町
村
内
に
百
一
っ
て
も
つ
者
ご
の
聞
に
不
会
卒
正
も
な
h
且
つ
は
敷
市
町
村
内
仁
分
散
す
る
こ
Z
に
よ
b

て
遮
腕
を
匁
L
得
る
こ
正
、
も
な
る
な

X
い
ふ
依
紡
が
あ
る
。
某
等
は
大
館
、
阪
に
割
払
が
他
の
場
彪
で
説
い
た
所

H
h

が
、
術
一
つ
此
制
度
の
下
に
、
飯
仁
所
得
税
に

τ負
債
利
子
控
除
不
十
分
で
あ
る
の
外
、
補
完
税
仁
て
も
、
轡

業
税
で
は
負
債
利
子
の
一
部
の
み
仁
控
除
が
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
地
租
己
資
本
利
子
税
ピ
で
は
此
控
除
が
殆

ん
ど
金

t
行
は
れ
な
い
γ

ご
い
ふ
快
貼
を
有
つ
己
い
ふ
こ
ご
が
あ
る
o
其
縛
め
に
本
来
、
負
擦
の
カ
に
差
等
の
大
な

11 
拙著、時事髄湾問題三十八珊. 1頁以下。1) 



論

議

帥
耳
軸
案
由
一
口
駅
射
と
し
て
白
負
債
利
子
山
間
制

第
二
十
一
巻

(
A
静
岡
挽

岡
山
ハ
士

昌
一
べ
き
筈
の
者
が
同
等
に
説
枕
せ
ら
る
、
の
不
都
合
を
生
宇
る
。
そ
し
て
此
銑
鮎
も
司
前
記
の
請
の
快
勅
も
共

に
、
所
得
枕
ご
財
産
税
ご
を
結
合
す
る
制
度
合
採
用
す
る
司
』
ご
に
依
h
て
遊
け
ら
る
、
こ
ご
を
見
出
す
ご
き
に
、

政
府
が
右

ω所
得
税
牧
盆
税
結
合
制
度
を
採
っ
た
こ
正
は
甚
ザ
ド
遺
似
ご
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
葱
に
此
間

の
陶
係
を
明
か
に
し
て
整
枕
案
批
評
の
資
料
を
供
し
ゃ
う
ご
思
ふ
。

第一

段

直
接
基
本
税
に
於
り
る
責
債
考
慮
の
必
要

凡
そ
租
枕
鰭
系
を
盤
へ
、
就
中
、
芙
基
本
ど
な
る
べ

へ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
が
、
特
に
負
債
又
は
負
債
利
子
を
槻
酌
す
る
こ
正
を
も
之
が
一
要
件
Z
L
な
(
τ

は
な
ら
な

ぃ
。
其
評
は

ト
「
公
平
負
捻
上
ー
ー
か
ら
い
ふ
て
仙
人
々
の
能
力
は
、
彼
が
負
債
を
有
も
負
債
利
子
を
梯
は
な
ぐ
て
な
ら
ぬ
吉
き

に
は
、
之
を
某
所
得
又
は
財
産
か
ら

L
て
引
去
っ
た
も
の
に
於

τ現
は
る
、
。
彼
が
之
を
有
つ
の
は
、
共
れ

r
u

彼
の
能
力
を
傷
げ
ら
れ
て
居
る
こ
ご
を
一
不
す
(
詰
一
)
O

之
を
差
引
か
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
或
は
彼
が
負
債
を
品
局
し
て

居
る
こ
ご
は
彼
が
信
用
を
利
用
し
得
る
こ
子
宮
一
不
し
、
随
ふ

τ
一
の
能
力
を
示
す
芭
も
い
は
る
、
ゃ
う
だ
が
、
併

し
其
が
彼
の
能
力
を
一
不
す
だ
り
で
は
、
阪
に
彼
が
之
を
利
用
し
て
奉
げ
て
居
る
所
の
纏
所
得
に
於
t
現
は
れ
て
居

る
諜
で
あ
り
、
而
か
も
共
中
で
負
債
利
子
に
蛍
る
も
の
は
彼
が
全
〈
自
由
に
蕗
分
し
得
F
る
、
却
も
彼
の
カ
の
外



論

議

盤
耽
索
。
一
依
射
と
し
て

O
且
債
利
子
。
問
題

第
二
十
一
審

(
第
四
披

四
) 

四
六
入

に
属
す
る
も
の
だ
か
ら
し

τ之
を
引
去
h
、
其
獲
の
も
の
に
初
め
て
彼
の
奥
の
カ
が
現
は
る
、
(
註
ニ
}
O

此
に
彼
の

信
用
の
カ
の
結
果
も
現
は
れ
一
1
居
る
。

B
若
も
恨
h
仁
此
利
子
を
控
除
せ
十

L
て
、
車
仁
一
彼
仁
所
得
古
し
て
入
b

来
る
所
の
凡
べ

τに
課
税
し
た
ご
す
れ
ば
、
彼
は
其
支
抽
酬
は
な
〈

τな
ら
ぬ
所
の
利
子
に
閲
す
る
限
b
、
北
(
所
論

所
得
の
中
で
も
彼
自
ら
使
用
し
享
楽
し
得
る
可
能
な
き
も
の
に
つ
き
で
も
課
税
さ
る
、
こ
吉
、
な
り
、

つ
ま
り

彼
じ
は
嵐
せ
十
し
て
結
局
他
の
人
印
も
債
権
者
に
風
ず
る
分
に
謝
し
て
課
税
さ
る
、
.
-
言
、
な

h
註
=
一
)
、
ヌ
他
の

無
負
債
の
人
吉
比
駿
し
て
過
大
な
負
循
を
潟
す
こ
ぜ
に
も
な
る
謹
四
)
O

そ
し
て
此
場
合
に
有
負
債
者
の
無
負
債
者

に
比
し
て
の
過
重
負
抽
帽
の
度
合
は
、
軍
に
負
債
利
子
の
引
か
れ

F
る
だ
け
の
負
擦
の
過
大
の
で
は
な
〈
‘
通
例
、

所
得
税
(
佐
々
に

L
て
財
産
税
に
も
)
仁
累
進
税
の
課
せ
ら
れ
る
ピ
り
に
て
は
、

其
れ
以
上
も
の
過
重
ピ
な
る
。

L
て
此
有
償
者
ご
無
償
者
Z
が
凪
官
業
競
害
者
た
る
仁
於
て
、
有
償
者
を
不
利
ご
す
る
の
度
合
は
術
一
一
暦
甚
し
い
も

の
で
あ
る
o

枕
Z
し
て
は
、

rか
ら
負
債
利
子
を
出
来
る
だ
け
考
慮
す
ぺ
〈
、
之
を
不
考
慮
ご
す
る
は
甚
L
き
不

都
合
で
あ
る
。
組
税
の
第
一
要
求
た
る
能
力
原
則
は
、
負
債
利
子
控
除
に
よ
b
て
初
め
て
述
せ
ら
れ
、
組
税
の
改

良
正
は
、
此
を
盆
々
多
〈
倒
酎
酌
す
る
こ
ご
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
睦
-
)

「
ツ
ケ
ル
は
、
負
債
が
筒
人
経
済
由
貿
献
祖
力
を
傷
け
、
且
つ
其
白
錯
柴
を
危
暗
に
槻
せ
し
む
る
元
素
で
事
る
と
品
す
。

{
健
二
)

串
者
が
純
所
得
聖
誕
枇
之
島
目
標
準
と
す
る
も
大
値
比
と
一
致
す
。
例
之
、
ス
タ
ン
プ
は
、
能
力
白
五
O
標
車
白
一
と
し
て
純
既
得
た
る

を
要
す
と
掃
し
、

C

ピ
ン
ツ
シ
は
、
見
べ
て
の
稀
は
第
一
位
に
、
錆
人
目
純
所
得
を
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
由
是
鵠

t
、
チ
ス
カ
岨
、
租
柏
会
正
か そ

11 Heckel， Die Einkon:】menstcuerund die Schuldzinsen. S. I:J3 2) 
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ら
専
ら
純
既
得
。
謀
枕
d
p
要
求
書
れ
、
随
ふ
て
謀
殺
す
べ
き
所
得
b
計
算
に
つ
量
、
義
務
者
が
其
所
得
を
袖
持
す
る
錦
め
に
必
融
支
出
し
な
〈
て

な
ら
ぬ
前
回
凡
ペ
て
心
も
白
封
、
抽
問
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
な

t
て
は
な
ら
向
。
負
債
利
子
隼
執
り
と
鵠
ナ
。

号
ル
は
、
所
得
計
算
に
止
り
て
負
債
利
子
佐
除
出
重
型
て
あ
る
o
何
と
な
れ
ば
、
然
ら

f
れ
ば
負
債
者
に
峰
て
と
‘
債
拙
者
に
於
て
と
、

二
重
計
算
が
存
す
る
ぞ
b
と
い
ふ
て
居
る
。

(
駐
三
)

(
註
回
)

へ
ツ
ケ
ル
は
、
負
債
盤
除
が
租
枕
に
つ
い
て
存
し
た
い
と
き
に
は
、
無
債
の
抱
擁
翻
替
は
単
に
共
貨
際
に
肱
品
た
所
作
曲
続
山
中
を
蜘
D
、

有
債
の
紐
隣
人
は
共
外
に
、
彼
に
と
り
金

f
草
串
倒
値
を
併
し
な
い
由
み
で
な
く
、
純
然
た
る
宝
出
(
立
に
謝

L
仙
粗
済
的
貸
方
)
を
表
は
す
も

ω

に
劃
し
て
松
を
掛
ル
ζ

と
誌
な
る
と
い
ひ
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
或
人
が
名
義
上
大
所
得
世
有
一
つ
で
も
別
に
負
債
を
唱
し
、
其
所
得
の
い
叫5

 

部
分
を
、
負
債
利
子
の
名
由
下
に
債
拙
者
に
抑
は
な
〈
て
な
ら
ぬ
と
き
に
は
、
彼
自
給
付
能
力
は
措
ん
ど
無
に
帯

L
き
乙
と
が
あ
り
得
止
い
点
。

斗
経
済
政
策
上
|

l
税
に
て
負
債
利
子
を
控
除
せ

F
る
ぜ
き
に
は
、
管
に
不
公
平
正
な
る
ば
か
り
で
は
な
〈
、
或

人
の
財
産
元
本
を
侵
蝕
L
崎
営
業
者
の
経
拙
倒
的
存
立
を
危
う
く
し
得
る
(
註
一
色
。
且
つ
今
日
の
経
務
副
曾
の
如
(
縦
携

活
動
に
於
て
信
用
を
利
用
す
る
こ
ご
の
盆
々
多
量
時
代
仁
於
て
、
負
債
岩
を
不
利
正
す
る
ご
ピ
は
、
盆
々
此
活
動

を
鈍
ら
し
む
る
ζ

正
、
、
な
る
o
邸
も
経
済

ω後
展
を
阻
碍
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
政
策
上
決
し

τ採
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
(
註
六
)
。

号
ル
は
、
負
債
者
に
於
て
支
柿
ふ
べ
き
負
債
利
子
山
控
除
は
、
所
得
が
元
本
周
産
維
持
白
後
に
初
め
で
計
算
さ
れ
時
る
と
と
の
前
提
山
結

論
と
し
て
、
組
例
所
得
曲
法
に
て
問
解
さ
れ
た
と
い
ひ
、
コ
シ
ラ

l
y
は
、
租
輸
は
出
車
る
だ
け
所
得
又
は
紬
壮
盆
よ
り
し
て
白
み
取
る
〈
き
も

(
註
穴
)

の
だ
、
鈴
ら
ざ
れ
ば
資
本
貯
蔵
官
侵
蝕
し
、
共
同
心
給
村
拙
力
量
、
北
九
的
に
低
下
す
る
か
ら
と
舘
し
、
ア
ダ
ム
ス
も
、
前
提
の
可
能
的
支
出
山
楳

単
と
し
て
納
所
得
を
用
ゆ
る
こ
と
は
、
多
〈
白
替
業
者
白
破
滅
の
第
一
歩
だ
と
い
H

町、

#τ
ロ
ジ
ア
ー
ス
も
、
人
が
前
約
し
龍
は
ざ
る
も
叫
に
課

〉白

紙
す
る
こ
と
は
設
肱
だ
と
い
ふ
た
。

第
二
十
一
審

(
第
四
鶴

五
) 

聞
大
九

盤
勘
案
。
一
怯
町
と
し
て
白
負
債
刺
子
白
問
題

論

議

Robinson， Fublic 
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論

t縫

四
七

O

強
稚
案
。
一
昧
酷
と
し
て
の
員
債
利
子
自
問
題

(
第
四
捗

，
 

ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
負
債
不
挫
腸
は
、
組
油
開
政
策
白
重
要
な
る
要
求
を
破
る
と
い
ふ
て
居
る
。

第
ニ
十
一
世

，、
) 

(
院
大
)

三
枇
合
政
策
上
ー
ー
か
ら
レ
ふ
て
も
、
負
債
利
子
の
支
梯
の
鋳
め
仁
苦
し
む
所
の
弱
者
、
特
に
中
等
階
級
の
事
情

を
考
慮
し
て
、
彼
等
の
負
擦
を
幾
に
す
る
こ
£
が
、
必
要
で
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
完
占
。

ヘ
ツ
ケ
ル
位
、
枇
合
階
組
成
形
の
翻
察
駄
の
下
に
、
負
債
佐
除
が
闘
民
的
財
産
及
繁
策
批
観
的
設
展
り
加
賀
求
と
し
て
覗
は
る
λ

。
此
が
、

〔
肱
七
)

私
有
則
庫
、
自
由
苗
争
及
分
業
に
基

f
所
白
岡
民
純
情
に
於
て
、
資
本
主
多
〈
有
た
な
い
が
最
も
措
曲
な
る
の
力
を
保
護
す
る
ζ

と
誌
な
る
か

ら
。
比
事
が
み
4
t
特
に
、
高
人
由
一
世
曾
組
織
に
と

nJ
て
軍
硬
な
る
中
年
階
級
の
進
捗
に
よ
り
て
置
明
さ
る
訟
と
い
ふ
叫

一【一一、
〆

咽
財
政
々
策
上
1
ー
に
は
、
負
債
利
子
不
控
除
で
は
義
務
者
に
於

τ閑
ZA(負
携
に
堪
へ
難
き
こ
吉
、
な
る
の

で
、
自
然
、
税
率
も
之
が
控
除
の
場
合
に
比

L
低
き
に
定
め
ら
れ
、
其
縛
め
収
税
額
の
割
合
仁
小
、
き
可
能
が
め
る

(
尤
も
課
税
標
準
が
一
屠
大
〈
現
は
れ
る
だ
け
で
は
牧
額
の
大
〈
な
る
可
能
は
め
る
)
の
み
で
な
〈
、
其
以
上
に
増

卒

Lτ
は
盆
-H
徐
カ
之
L
き
負
債
者
に
培
へ
難
き
も
の
ど
な
る
の
で
、
此
増
寧
を
鴎
践
す
る
こ
吉
、
も
な
h
、
可

動
原
則
に
反
す
る
こ
正
、
な
る
。
負
債
利
子
控
除
の
行
は
晶
、
場
合
仁
は
、
税
率
は
卒
生
に
て
も
割
合
に
高
き
ζ

ご
が
出
来
、
且
つ
必
要
あ
る
ご
き
に
容
易
に
之
が
増
率
を
潟
し
得
る
(
誌
と
。

(
匙
八
}

へ
ナ
ケ
ル
は
、
利
子
挫
除
に
よ
り
て
、
冶

γ管
制
曲
中
に
、
新
し
き
動
的
力
が
加
は
る
こ
と
誌
な
り
、
其
H
F
租
種
世
轟
に
、

動
性
及
周
仲
性
を
典
ふ
る
と

t
h
な
る
と
u
y
'
中。

一
時
大
な
可

ぼ
確
一
貰
原
則
上
ー
ー
か
ら
い
ふ
も
、
負
債
控
除
が
然
ら

F
る
よ
ち
も
一
屠
多
〈
事
質
上
の
閥
係
に
従
ふ
て
課
税
す

る
所
以
で
ゐ
り
、
恋
意
的
に
或
も
の
を
不
倒
酌
正
し
佐
古

ν
ふ
帥
肺
結
な
量
を
得
る
(
註
九
百
光
も
負
債
を
掛
酌
す
る

i
l
J
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ざ
し
て
其
の
事
質
調
が
六
っ
か
し
〈
、
北
(
取
拾
に
つ
き
恋
意
の
加
U
る
の
体
地
は
ゐ
b
得
る
。

ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
稔
の
碓
貨
と
い
ふ
ζ
と
が
、
負
債
控
除
に
よ
り
唯
高
旬
、
b

る

L
E得
と
い
ふ
結
論
に
迭
す
る
、
負
債
不
控
除
に
よ
切
て

は
、
租
柑
義
務
あ
る
額
四
胸
的
申
貸
出
会
{
央
は
る
与
と
と
は
確
だ
と
銘
す
。

(
註
九
)

第
二
段

直
接
基
本
各
現
に
於
け
る
宣
債
考
慮
の
度
合

上
仁
い
ふ
如
〈
直
接
基
本
枕
に

τ負
債
考
慮
が
望
ま
し
ご

Lτ
、
賞
際
並
に
準
設
土
、
其
各
税
の
之
を
考
慮
し

叉
考
慮
す
ぺ
し
Z
せ
ら
る
、
度
合
如
何
ご
い
ふ
に
、
先
以
て
、

一
所
得
税
か
ら
い
ふ
Z
、

A
準
設
上

l
l

川
負
債
考
慮
の
肯
定
|
|
所
得
税
の
本
質
に
考
へ
、
此
が
人
を
中
心
ご
し
其
に
入
h
来
る
凡
ぺ
て
の
所
得
に

就
き
、
其
金
健
の
具
の
能
カ

ω大
小
仁
臆
じ
て
課
税
L
ゃ
う

t
v
ふ
も
の
で
あ
る
以
上
は
(
拡
一
O
)
、
品
目
に
某
所
得

を
由
草
「
る
矯
め
の
生
産
費
を
成
す
所
の
負
債
利
子
を
控
除
す
べ
き
の
み
で
な
〈
{
註
一
こ
、
彼
の
梯
ふ
所

ω凡
ぺ
て

の
利
子
も
亦
、
控
除
さ
晶
、
の
が
至
嘗
で
ゐ
る
(
註
一
一
一
}
O

此
鮎
は
少
〈
芭
も
原
則
ご
し
て
は
一
般
に
認
め
ら
る

る
o

間
々
、
賞
際
に
人
的
負
債
利
子
を
控
除
し
な
い
こ
己
が
あ
る
り
れ

E
も
、
其
は
生
産
費
た
る
利
子
を
控
除
し

な
い
事
よ
り
も
よ
b
以
上
に
、
曲
煙
酷
だ
ご
い
ふ
ζ

ご
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
m
H
o

資
本
利
子
が
生
産
農
ご
し
て
働

(
第
四
貌

七
}

四
七

論

強

整
桔
案
の
一
怯
動
と
し
て
の
負
債
利
子
自
問
題

第
二
十
一
巻
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幽蹴憧歯組出魁幽雌-"血--γー 一

論

議

盤
酷
由
来
由
一
保
勤
と
し
て
白
負
債
利
子
。
問
題

(
第
四
披

第
二
十
一
巻

J、
四
七

〈
場
合
に
は
、
多
〈
は
共
が
何
種
か
の
像
力
を
義
務
者
に
残
す
け
れ
ど
も
、
人
的
負
債
の
利
子
の
如
き
は
此
の
刻

き
何
も
の
を
も
噛
煙
草
歩
、
会
〈
義
務
者
に
ご
'
り
て
魅
臨
胴
上
の
負
指
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
註
一
=
一
)
。

(註

-o)
所
持
動
の
此
特
質
は
一
般
に
承
認
せ
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
例
之
、
ヘ
ヴ
ケ
ル
は
、
所
得
栂
白
最
上
原
則
は
、
牧
得
世
主
惜
の
手
に
於
て

人
的
所
特
と
し
て
合
一
に
よ
っ
て
説
輯
す
河
こ
と
に
あ
り
と
錯
し
、

4

ラ
7

Z

ル
ヂ
ス
は
、
所
得
桔
は
、
租
秘
主
植
を
、
其
全
憾
の
艇
桝
的
及
租

稲
的
人
椅
に
於
て
捕
捉
す
る
も
の
と
錦
す
副

{
駐
-
-
)
前
山
註
ニ
参
問
。
倫
ほ
、
ホ
プ
ソ
シ
は
、
私
企
業
白
或
値
荊
下
に
、
生
産
過
程
の
縞
品
目
段
側
、
道
具
、
材
料
を
調
達
す
る
に
泌
硬
な

る
、
新
資
本
山
貯
蓄
を
詰
め
適
用
を
匙
め
る
に
必
弾
な
る
最
小
利
子
が
生
産
費
に
加
へ
ち
る
〈
く
、
此
等
白
費
用
は
本
車
、
組
粧
を
据
ふ
力
を
有

た
ず
主
錯
し
、
シ
品

7
レ
ー
も
、
既
得
砥
に
て
組
枚
入
か
ら
正
常
な
る
原
則
に
従
っ
て
控
除
さ
る
べ
き
も
の
は
、
凡
ペ
て
由
肱
入
独
特
白
鴻
め
に

錦
さ
る
土
費
用
、

1
1抵
首
負
債
刺
子
l

|
帯
だ
と
い
そ
ジ
エ
シ
セ

ν
も
、
所
得
稀
U
所
得
は
純
増
加
よ
り
は
純
情
咽
酬
だ
。
瞥
柴
又
は
職
業
費

均

四
如
き
を
除
〈
か

b
と
い
ふ
向

(E-一
}
印
苦
所
得
積
に
て
睡
白
性
質
上
、
負
債
利
子
由
行
は
る
べ
き
も
の
と
錯
す
@
例
之
、

4

ラ
7

L

ル
ゴ
位
、
所
得
秘
で
は
負
債
の
負

拾
が
控
除
さ
れ
な
(
て
は
な

ι由
。
欲
望
満
足
自
力
が
其
額
だ
け
誠

9
す
る
か
ら
と
い
H
V

、
-
一
晶
ツ
チ
も
、
人
枕
た
る
所
持
穐
て
は
、
議
識
者
自
事

情
が
凡
4

て
考
量
さ
る
込
を
得
、
主
考
就
き
れ
な
〈
て
同
な
ら
ぬ
。
共
有
債
と
融
債
と
の
加
し
と
低

L
、
ヨ
ン
ラ
i
v
p
も
、
人
枕
(
所
得
柑
主
財

産
軸
)
白
特
徴
は
、
人
的
事
情
圭
宥
慮
し
て
、
各
人
を
其
給
付
能
力
に
臨
じ
て
調
粧
す
る
目
的
に
近
接
す
る
可
能
に
あ
り
と
鵠

L
、
へ
ル
フ
ト
は
、

信
用
制
度
白
辛
口
山
崎
旋
白
下
に
、
負
債
利
子
山
考
慮
出
所
得
説
枕
の
最
骨
組
製
な
る
特
徴
、
岨
貝
際
の
給
付
能
力
拙
拠
に
ま
で
の
最
茸
製
な
る
地
歩

を
時
す
と
い
nv
、
へ
ツ
ケ
ル
は
、
負
債
利
子
扶
除
問
題
白
解
決
が
、
所
得
桔
自
活
め
に
性
質
上
大
に
簡
単
と
せ
ら
る
L

と
錨
す
叫

日
い
或
同
所
紺
白
慮
義
よ
り
し
て
常
総
負
債
刺
子
由
控
除

2
る
い
〔
き
も
白
止
す
。
例
之
、
テ
ス
カ
目
、
所
得
と
位
、
貨
幣
倒
値
的
艇
前
財
に
於
け
る

常
該
人
白
枚
入
か
ら
負
債
利
子
轄
を
引
去
っ
た
も
由
、
と
鴻
す
。

日
い
或
は
模
品
柿
冒
と
賞
際
立
法
副
所
持
続
に
て
負
債
制
子
を
控
除
ナ
と
錯
す
。
例
之
、
ェ
l
ベ
ル
包
位
、
凡
ベ
て
の
所
持
輯
宜
法
が
負
債
刑
子
控
除
を
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許

T
E共
語
止
す
と
い
ひ
、
セ
リ
グ
マ
ン
も
、
各
所
得
組
出
負
債
刺
子
齢
陣
を
許
す
と
錯
し
、
ヘ
ル
フ
ト
も
、
凡
ペ
て
D
闘
に
て
負
債
利
子
佐
陣

が
詐
さ
れ
、
立
怯
上
白
相
退
は
向
容
よ
り
は
略
式
に
あ
り
と
備
し
、
同
ツ
ツ
も
、
所
得
枇
て
は
描
例
、
純
所
得
の
金
額
か
ら
羽
節
制
子
出
控
除
さ

る
土
乞
得
と
い
ひ
、
フ
イ
ス
テ
シ
グ
も
、
所
持
続
国
最
重
大
に
し
て
且
つ
最
屡
々
割
は
る
λ

控
除
は
負
債
利
子
帯
だ
と
い
ふ
。

ヘ
フ
ケ

M
は
、
純
人
的
負
債
に
よ
り
て
所
得
が
直
接
に
噌
加
き
れ
な
い
。
む
し
ろ
抑
ふ
べ
き
利
子
に
よ
り
て
、
所
得
が
寅
質
的
に
減
φ

a
 

せ

ιる
A

と
い
ふ
。

{控

-
Z
)

ん
負
債
考
慮
の
質
行
上
の
困
難
l

|

い
っ
課
税
技
術
上
及
道
義
上
|
|
第
一
に
は
負
債
利
子
控
除
ご
い
ふ
こ
ご
は
、
我
所
得
税
に
於
り
る
第
二
積

所
得
の
如
〈
、
源
泉
課
税
の
も
の
に
は
行
は
れ
難
い
富
一
回
)
O

次
ぎ
に
綜
合
課
税
の
場
合
に
之
が
控
除
を
許
す
ご

す
れ
ば
、
仮
設
の
人
か
ら
借
ち
て
居
る
ご
し
て
遮
股
の
途
が
開
か
る
、
こ
正
に
な
る
。
外
岡
人
よ
り
の
借
入
Z
し

て
逃
げ
ら
れ
る
恐
が
ゐ
b
(詑
一
-
且
}
、
内
国
人
仁

τも
特
に
晶
血
税
貼
以
下
の
人
よ
b
の
借
入
正
し
て
逃
げ
ら
れ
る
o

此
際
、
抵
蛍
債
務
で
で
も
ゐ
れ
ば
、
ま
だ
捕
へ
る
ニ
芯
が
出
来
易
い
が
、
純
人
的
信
用
債
で
ゐ
れ
ば
抑
へ
難
い
。

之
を
精
密
に
調
べ
る
こ
さ
も
出
来
副
こ
ど
は
な
い
ー
が
、
葉
で
は
事
務
が
繁
雑
に
過
「
る
こ
ご
に
な
り
、
あ
ま
b
に

各
人
の
経
演
の
内
服
に
立
入
り
過
ぐ
る
も
の
Z
V
ふ
非
難
を
受
り
な
〈
て
は
な
ら
泊
二
芭
に
な
る
。
此
聞
に
義
務

者
が
之
を
逃
れ
や
う
ご
努
む
る
こ
正
に
も
な
っ

τ、
彼
等
の
道
義
を
奈
す
も
の

r正
い
は
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。

『
陸
-
回
)
エ

1
4
ル
ヒ
は
、
源
泉
操
枕
は
、
義
務
者
白
金
所
得
戸
ワ
い
て
白
概
観
目
先
は
る
誌
と
と
白
蛇
鮎
を
・
も
っ
と
い
ふ
。
其
掴
り
で
あ
っ

て
、
此
に
て
一
々
負
債
事
情
を
且
る
と
と
は
出
車
ず
、
随
ふ
て
所
得
軸
に
此
方
法
自
存
す
る
以
上
、
負
債
也
十
分
な
る
考
慮
と
い
ふ
こ
と
は
初
め

第
二
十
一
巻

(
第
囲
銑

丸
) 

回
七
三

叢

整
紐
業
由
一
保
勘
冒
と
し
て
の
負
債
刑
干
の
問
題

前
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論

議

聾
揖
案
由
一
一
眠
貼
と
し
て
自
負
債
利
子
白
問
題

第
ニ
十
一
巻

{
第
四
揖

O 
) 

四
七
四

か
ら
出
車
な
い
。

(
陸
-
五
)

ご
，
，
ケ
ル
は
、
闘
際
的
責
本
移
動
計
賦
謀
に
多
〈
白
障
碍
を
併
す
る
。
此
に
賀
行
自
最
主
咽
世
田
国
雄
あ
り
と
錯
す
中
山

け
便
宜
及
最
小
費
原
則
上
1
1右
の
如
き
取
調
が
義
務
者
に

z
h
て
は
厄
介
ご
な
っ
て
、
便
宜
原
則
に
遁

は
泊
ニ
ピ
、
な
・
9
、
政
府
に
は
費
用
を
多
か
ら
し
め
て
最
小
費
原
則
に
反
す
る
こ
正
、
も
な
る
(
詰
一
三
。
但
し
此

等
の
原
則
に
あ
ま
・
9
重
き
を
置
〈
-
』
己
の
出
来
ぬ
所
以
の
も
の
も
あ
る
。

ご
い
ふ
の
は
、
之
に
の
み
拘
泥
L
て
居

て
は
、
相
税
制
度
を
極
め
て
粗
な
る
人
頭
税
や
階
級
税
に
逆
戻
h
苫
せ
な
〈
て
は
済
ま
ぬ
こ
正
に
な
る
か
ら
だ
叫

(
陸
一
六
)

ヘ
ヴ
ケ
ル
は
、
負
…
明
利
子
白
控
除
が
、
祖
積
由
賦
課
徴
牧
を
観
雑
と
怨

L
、
精
務
行
政
に
、
新
な
る
、
一
部
は
幽
司
会
議
力
h

吾
、
き
負
摘
を

韻
ナ
る
ζ

と
も
な
る
と
い
ふ
“

ロ
財
政
々
策
上
ー
ー
に
は
負
債
利
子
按
除
が
行
は
る
、
こ
正
、
な
る
正
き
に
、
此
れ
ま
で
形
式
上
の
大
所

得
を
も
っ
活
め
大
な
枕
を
納
め
た
の
が
、
今
や
兎
稜
貼
以
下
に
な
b
叉
は
低
き
率
の
遁
用
を
受
〈
る
こ
正
、
な
つ

て
、
税
枚
入
に
減
少
を
生
十
る
恐
が
あ
る
(
陸
一
七
)
パ
特
に
近
時
の
知
〈
負
債
の
闘
係
が
盆
々
錯
雑
ピ
な
b
、
特
に

闘
際
的
に
も
出
血
が
る
正
き
に
一
屠
此
危
険
が
大
い
凶
尤
も
外
国
債
機
者
へ
落
行
〈
司
、
き
負
債
利
子
は
天
引
課
枕
を

錯
す
こ
吉
、
し
、
内
地
の
債
権
者
へ
行
〈
べ
量
分
は
負
債
者
に
て
精
密
な
る
申
告
を
徴
L
、
良
〈
債
権
者
十
一
突
き

止
め
る
こ
ご
が
叫
来
れ
ば
大
し
て
逃
げ
ら
れ
る
こ
ご
も
あ
る
ま
い
富
一
λ
)
O

免
税
貼
以
下
の
人
か
ら
ば
か
り
情
。

た
ご
し
て
逃
れ
る
こ
ご
は
大
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

品l

Heckel， a. a. O. S. J30・
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(
雄
一
t
}

ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
皮
相
的
に
且
れ
ば
負
債
佐
除
を
砕
す
こ
と
が
、
相
閥
的
白
租
揖
陣
陥
を
結
果
と
し
て
持
た
な
〈
て
な
ら
由
宇
う
に
見
ゆ

と
錆
し
、
へ
ル
ア
ト
も
、
負
債
利
子
由
一
般
的
控
除
が
、
租
精
義
務
あ
る
所
得
の
許
ナ
ペ
か
ら

f
る
減
少
に
導
〈
a
へ
き
諸
多
白
場
合
を
考
察
せ
し

山“

む
是
い
ふ
。

ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
人
出
所
得
積
に
て
負
債
者

ι其
支
抑
ふ
べ
き
利
子
由
一
控
除
を
静

L
、
且
つ
肱
措
捕
に
詳
細
な
る
申
告
の
形
式
上
目
前
提

を
結
付

f
る
と
き
は
{
債
楢
者
自
名
、
身
分
、
佐
慮
、
元
利
自
高
宮
、
刑
事
、
償
還
利
抑
期
、
陸
奇
心
拠
出
轄
)
、
其
白
此
迄
、
控
見
す
べ
か
ら

T

る
が
泊
め
に
逃
れ
た
崩
申
請
の
所
得
が
給
付
能
力
あ
る
も
白
と
な
る
こ
と
を
見
出
す
て
あ
ら
う
と
い
沿

(陸

-
A
)

は
負
債
考
慮
質
行
難
の
匡
疋
策
|
|
上
に
い
ふ
如
〈
負
債
利
子
按
除
法
所
得
税
に
て
行
ひ
た
き
も
の
で
ゐ
る

が
、
此
が
賀
行
に
幾
多
の
困
難
又
は
不
利
ゐ

h
z
v
ふ
に
於

τは
、
之
を
排
除
し
叉
は
緩
和
す
る
の
方
法
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
共
じ
は
1
先
づ
以

τ所
得
税
自
身
に
て
行
は
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
帥
も
此
に
て
各
人
を
し
て

其
所
得
申
告
に
際
L
て
負
債
聞
係
の
詳
細
を
も
申
告
せ

L
め
て
之
に
従
ふ
て
其
利
子
を
所
得
よ
b
控
除
す
る
こ

t

ご
し
富
一
九
)
、
之
が
胤
偽
申
告
に
は
相
嘗
股
し
き
制
裁
を
附
L
た
な
ら
ば
、
大
し
て
遺
脱
は
生
十
ま

ν
。
見
読
勅

以
下
の
人
か
ら
借
ち
る
ど
い
ふ
こ
ご
が
絶
無
で
は
な
い
ー
が
、
新
か
る
匡
正
方
法
あ
る
以
上
、

古
う
多
〈
は
あ
る
ま

ぃ
。
叉
事
貰
其
従
な
借
入
が
あ
っ
た
ご
す
れ
ば
之
を
課
税
上
宥
恕
す
る
の
は
常
然
で
あ
る
。
此
蕗
置
の
矯
め
に
手

縦
の
繁
雑
・
納
税
義
務
者
の
内
放
立
入
、
彼
等
仁
吉
り
て
の
不
便
宜
、
徴
税
費
の
多
額
じ
上
る
ご
い
ふ
が
如
き
こ

言
は
或
度
ま
で
忍
ば
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
夫
れ
外
国
よ
り
の
借
入
に
謝
す
る
利
子
に
歪
つ
て
は
遁
脆
の
危
険
が

大
い
の
ザ
い
か
ら
、
其
が
外
闘
に
在
る
資
源
の
怨
め
に
題
さ
れ
た
る
負
債
の
利
子
ご
い
ふ
確
謎
ゐ
る
も
の
に
限
っ
て

(
第
四
焼

ι

第
二
十
一
巻

鐘
勘
案
D
一
依
動
と
し
て

O
負
債
利
子
白
問
題

H

四
七
五

論

護

Hcckcl， a. a. Q. S目1Z9'HcIft， a. a. Q. S. '5・
HcckeI. a. a. 0. S. 130. 170. 23) 
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内
H
M
M
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川
口
山
M
H
H
H
U
M川
叶
M
H川
叶
日
刊
哨

AhiTLhj

川

"1< 

" 
y

i
岨

T
I
L
-

i 

論

提

四
七
六

(
第
四
挽

整
軸
索
由
一
日
賦
酪
と
し
て
自
負
債
利
子
山
問
題

第
二
十
一
巻

) 

之
が
控
除
を
許
す
正
す
る
か

(
随
っ
て
其
が
内
閣
生
産
の
鋳
め
仁
せ
ら
れ
又
は
内
閣
消
費
の
潟
め
に
せ
ら
れ
た
も

の
は
控
除
し
な
い
)
{
註
ニ
O
)
、
之
が
控
除
を
凡
べ
て
の
其
仁
許
す
も
負
債
者
の
庭
に

τ源
泉
謀
税
す
る
こ
己
、
す

る
か
{
註
-
一
一
)
の
外
は
な
V
o

或
は
借
金
、
反
面
か
ら
い
ふ
て
債
権
正
い
ふ
や
う
な
動
産
ド
闘
し
て
外
国
住
民
を
諜

税
す
る
の
は
不
蛍
で
あ
る
ぜ
か
(
陸
二
二
}
、
共
は
外
資
流
入
を
進
的
之
が
利
用
に
よ
h
て
共
倒
的
経
隣
上
の
脇
田
日
出
を

計
る
の
防
碍

t
な
る
ご
い
ふ
考
も
{
註
ニ
=
一
)
あ
る
が
、
特
に
は
叉
之
が
課
税
を
債
務
者
の
蕗
で
天
引
課
税
す
る
ご
き

に
債
務
者
の
溺
き
地
位
の
斜
め
に
其
が
外
国
債
機
者
の
負
携
正
な
ら
や
'
し
て
内
闘
の
債
務
者
れ
官
邸
迫
す
る
の
弊
ゐ

-9
ピ
も
考
へ
ら
る
、
が
径
二
四
日
)
、
併
し
外
周
住
民
ぜ
雌
も
内
閣
よ
b
所
得
を
得
っ
、
あ
る
以
上
は
、
其

rけ
に
於

て
彼
も
亦
内
闘
税
を
負
ふ
べ
き
所
以
の
原
闘
を
も
つ
も
の
で
ゐ
る
の
み
な
ら
十
(
註
ニ
き
、
之
を
す
ブ
し
免
税
す
る

Z
き
に
埴
肱

ω潟
め
に
大
な
る
穴
を
作
る
こ
芭
を
思
ふ
に
於

τ、
敢
て
之
に
も
課
税
す
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
院
。

矯
め
に
生
す
べ
き
内
園
の
経
済
及
枇
曾
上
の
弊
害
の
如
、
き
は
此
際
忍
ば
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
生
産
費
の
一
部

を
成
す
負
債
利
子
は
金
額
控
除
ご
す
る
も
、
人
的
消
費
の
潟
め
の
は
之
を
全
部
控
除
正
し
て
は
繁
雑
で
も
あ

h
、

過
般
の
危
険
も
大
ハ
ー
か
ら
可
之
を
一
定
割
合
に
よ
る
一
部
控
除
に
止
め
ゃ
う
か
ご
の
考
も
あ
る
が
、
此
の
如
き
は

生
産
品
茸
ご
な
る
べ
き
負
債
利
子
を
抑
ふ
者
己
人
的
負
債
利
子
を
梯
ふ
者
ご
の
閲
に
、
持
L
τ
彼
等
の
能
カ
を
傷
け

る
も
の
に
つ
き
て
負
携
を
異
に
す
る
こ
己
、
な
る
の
不
公
卒
を
生
す
る
か
ら
採
ら
両
日
伊
良

ν。
叉
債
務
じ
っ
き
抵

嘗
僚
か
否
か
其
他
債
務
の
稲
数
ド
よ
h
J
τ

機
械
的
に
控
除
の
工
合
を
異
に
す
る
の
も
い
l

け
な
レ
。
要
す
る
に
技
術

当

Heckel. a. a. O. S. T67 24) 



上
、
之
が
控
除
の
方
法
に
困
難
が
な
い
で
は
な
い
が
、
大
鐘
之
に
打
勝
つ
哩
』
ご
が
出
来
、
所
得
税
込
卒
の
翁
め
の

根
本
要
求
に
合
う
こ

Z
が
出
来
る
(
註
二
大
)
O
2
術
ほ
其
上
に
も
別
に
補
完
税
に
於
て
負
債
考
慮
の
可
能
あ
る
も
り

を
選
ん
V
H
ら
ば
一
屠
目
的
に
通
う
。

(
盤
-
九
)

前
註
一
八
参
問
。

ヘ
ク
ケ
ル
が
、
租
枕
行
政
出
或
目
的
を
達
す
る
鵠
め
に
、
債
務
に
よ
り
箇
別
ず
る
ζ

と
は
排
除
さ
れ
な
い
。
例
之
ド
闘
内
よ
リ
外
岡
へ

取
り
行
か
る
ミ
所
待
。
捕
縄
、
持
陣
。
瞥
利
誠
心
絡
め
に
起
さ
れ
た
る
負
債
に
持
除
由
限
定
白
如
し
と
い
ふ
は
此
れ
で
あ
る
叫

前
者
よ
り
は
比
方
が
む
し
ろ
簡
単
で
あ
り
、
誕
む
べ
き
で
あ
る
。

(
腫
ニ

O
)

(
陸
ニ
-
)

{
鮭
ニ
ニ
)
只
タ
シ
プ
は
、
有
形
財
産
は
共
存
在
自
場
轟
に
て
課
枕
せ
ら
札
、
無
形
財
産
は
所
有
者
白
佐
島
に
て
牒
枕
せ
ら
る
ペ
し
と
鳴
L
、
ァ
ダ

初

ム
ス
位
、
動
産
は
所
有
者
自
性
蕗
に
徒
ひ
、
市
民
出
舛
岡
佐
島
を
有
ワ
止
を
に
内
固
政
府
が
之
に
課
輸
す
る
こ
と
は
出
車
由
、
と
い
中
。

V

ル
ラ
ス
位
、
非
佐
崎
(
外
人
)
出
源
泉
よ
り
得
る
附
持
白
柑
を
苑
ぜ
ら
る
λ

ζ

・とが、

M

貯
同
よ
り

L
て
白
費
本
観
を
帯
如
し
、
負
債
園

町

由
費
出
躍
を
治
め
る
と
い
ふ
大
な
利
盆
を
も
っ
と
い
は
る
込
と
詑
〈
。

(
位
二
三
)

ヘ
ル
ア
ト
は
、
持
園
人
情
摺
者
の
場
合
に
、
英
圃
式
に
従
叫
V

、
債
植
者
に
謝
す
る
白
控
時
摘
を
摺
保
せ
し
め
て
負
債
wー
よ
り
枕
を
給
付

せ
し
む
る
と
み
』
は
、
債
務
省
自
往
々
に
し
て
弱
い
地
位
な
る
が
需
品
に
、
必
ず
し
も
希
望
白
目
的
を
逼

L
な
い
と
V
ふ
て
居
る
岨

(
陸
=
五
}
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
内
閣
人

A
m閥
入
計
外
岬
に
生
活
し
て
内
固
か
ら
の
所
得
を
受
〈
る
も
白
は
、
此
所
持
に
つ
き
内
問
碕
義

m
 

務
あ
り
と
い
ふ
。

『
桂
三
回
)

(
陸
=
穴
)
へ
ツ
ケ
ル
は
、
負
債
利
子
控
除
が
租
枕
詑
術
k
の
凪
恭
助
か
ら
し
て
、
背
に
排
陪
き
れ
な
い
白
み
で
な
〈
、
却
っ
て
租
枯
技
怖
が
所
得

積
に
於
て
之
が
控
除

E
許
す
ζ
k
u
m
第
一
位
山
原
則
上
白
要
求
な
る
こ
と
の
質
問
を
興
ふ
る
主
要
論
械
と
な
る
由
品
輸
に
迭
す
と
涌
ナ
哨

(D) 
賞
際
上

第
二
十
一
審

{
第
四
貌

四
七
七

護

艶
租
案
。
一
日
賦
拙
と
し
て
自
負
債
制
子
自
問
題

j論

Heckel， a. a. O. S. 150 
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Shirn"as， Public而nance.p. 172 
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-
川
引
ド

1
J
L向
川
仙
川
K
H
V
M
川
M
はけ
lLh叩
け

川

引

吹

川
J
川

IH

l
l
句

J
I
-
-
“

論
整
拾
案
の
一
怯
鮎
と
し
て
の
負
債
利
子
白
問
題

川
刊
諸
外
岡

l
の
例
は
嵐
々
で
あ
る
が
、
川
或
は
仰
の
如
(
凡
ぺ

τの
負
債
利
子
に
控
除
を
許
L
(註一一七)、

伊
或
は
英
の
如
〈
債
務
者
ご
し
て
政
府
仁
艶
す
る
闘
係
に
て
之
を
控
除
せ
宇
、
債
権
者
に
劃
し
て
此
利
子
に
相
蛍

な
る
税
金
額
を
控
除
L
τ
利
子
を
支
掛
ふ
を
得
る
こ
ご
、
い
(
其
結
果
債
務
者
が
往
々
に
し
て
此
税
金
額
を
凶
牧

L
得

Z
こ
ご
も
あ
り
号
、
川
或
は
講
の
如
〈
原
則
正

L
て
凡
ぺ
て
負
債
利
子
控
除
を
許
す
け
れ
ど
も
、
見

稔
物
件
に
闘
す
る
負
債
の
利
子
じ
は
之
を
許
き
A
V
Z
怨
す
(
註
一
一
λ
)
O

此
絡
の
規
定
の
例
外
は
嘗
然
の
事
で
あ
る
。

叢

第
二
十
一
審

(
第
四
観

四
) 

四
七
λ

元
来
、
見
枕
物
件
を
設
〈
る
こ
Z
自
身
が
あ
ま
b
好
ま
し
(
な
い
が
、
院
に
何
等
か
の
理
由
で
此
が
曲
家
た
以
上

は
、
其
人
が
骨
岬
め
の
負
債
の
利
子
ま
で
免
じ

τは
兎
税
の
恩
典
が
過
大
ど
な
る
。
之
は
避
り
た
が
良
い
。

へ
註
ニ
七
)
側
白
所
得
枕
て
は
、
義
務
者
自
負
債
利
子
は
凡
べ
て
原
則
と
し
て
所
得
白
金
値
か
ら
控
除
す
る
o
此
際
控
除
き
る
言
負
債
は
義
務
者

が
人
的
に
負
ひ
良
ワ
其
鞠
岨
聞
が
金
鈍
の
支
抑
た
る
凡
べ
て
の
其
に

A
ぷ
。
此
規
則
自
適
用
自
認
品
川
位
、
人
事
上
回
負
債
と
管
業
よ
自
負
債
止
、

私
署
誼
書
と
公
正
誼
蓄
と
、
抵
筒
其
他
先
取
描
附
の
も
由
主
普
羽
目
も

ω
と
回
聞
に
匝
別
は
な
い
叫

(
肱
ニ

A
)

米
闘
で
は
市
民
及
住
民
に
つ
奇
年
内
に
抑
は
れ
た
る
凡
べ
て
の
利
子
の
按
陪
を
詔
む
る
o
但
L
税
法
に
で
兜
軸
せ
ら
れ
た
る
開
葬
品
共

他
山
財
産
山
脇

M
2
a伯
尚
負
債
刺
子
は
此
限
て
な
い
。
猫
に
て
も
負
債
利
子
は
、
賦
跡
さ
れ
碍

f
る
所
得
と
輯
済
的
刷
係
に
立
た
ぎ
る
だ
け
に

で
之
を
控
除
す
ぴ

川
我
困
l
lー
で
は
川
第
一
純
所
得
で
は
、
法
人
に
就
き
各
事
業
年
寄
整
会
ら
総
損
金
を
控
除
し
た
金

額
を
以

τ某
所
得
正
す
る
か
ら
、
彼
の
負
債
利
子
は
凡
べ

τ嘗
然
に
控
除
さ
る
、
こ
ぜ
に
な
る
が
、
幻
第
二
棟
所

得
で
は
全
〈
負
債
利
子
控
除
が
行
は
れ
歩
、
車
純
に
支
銚
を
受
〈
べ
き
金
額
か
ら
天
引
課
税
3
4。
、
一
川
刊
第
三
栂 !官

11 

h
m山
川

以
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叢

整
槍
案
の
一
位
勘
主

L
て
の
貴
倒
刺
干
の
問
題

第
二
十
一
巻

(
第
四
掛

-
E
)
 

四
七
丸

所
得
で
は
吋
俸
給
給
料
歳
費
年
金
恩
給
退
隠
料
及
此
等
の
性
質
を
有
す
る
給
典
、
修
業
に
非
る
貸
金
の
利
子
、
並

に
第
二
種
所
得
に
属
せ
古
る
ぬ
偵
赴
償
預
金
の
利
子
は
其
枚
入
珠
算
年
額
、
賞
奥
又
は
賞
典
の
性
質
を
有
す
る
給

奥
は
前
年
四
月
一
日
よ
b
共
年
三
月
末
日
に
至
る
期
聞
の
牧
入
金
額
、
法
人
よ
ら
受
〈
る
利
盆
又
は
利
息
の
配
営

叉
は
剰
偽
金
の
分
配
は
前
年
四
月
一
日
よ
b
其
年
三
月
末
日
に
至
る
期
間
の
枚
入
金
額
よ
b
其
十
分
闘
に
相
賞
す

る
金
額
を
控
除
L
た
る
金
額
を
以
て
所
得
古
銭
L
、
ぃ
，
回
又
は
畑
の
所
得
は
前
三
年
間
、
毎
年
の
総
牧
入
金
額
か

ら
ん
町
昏
腔
設
を
控
除
し
た
る
も
の
の
卒
均
に
よ
b
算
出
し
た
る
牧
入
頭
集
年
額
、
山
林
の
所
得
は
前
年
の
綿
牧
入

金
額
よ
ら
町
宮
町
安
を
控
除
し
た
る
金
額
、
前
各
枕
以
外
の
所
得
(
偉
業
等
の
)
は
綿
枚
入
金
額
か
ら
ぽ
要
経
費
を

控
除
し
た
る
牧
入
預
算
年
舗
を
所
得
己
錯
し
、
其
の
綿
枚
入
金
額
か
ら
し
て
控
除
す
べ
き
経
費
正
は
、
問
問
苗
、
韓
晶

種
、
肥
料
の
購
買
費
、
家
蓄
、
其
他
の
も
の
、
飼
養
料
、
仕
入
品
の
原
償
、
原
料
品
の
代
領
、
場
盛
物
件

ω修
繕

費
又
は
借
入
料
、
場
廃
物
件
又
は
業
務
に
係
る
一
公
謀
、
雇
人
の
給
料
、
其
他
牧
入
を
得
る
に
必
要
な
る
も
の
仁
限

る
ご
い
ふ
か
ら
、
叫
に
閥
す
る
限
b
何
等
負
債
利
子
控
除
が
許
苔
れ
な
い
(
尤
も
法
人
よ
ち
受
〈
る
も
の
に
つ
き

十
分
四
控
除
が
負
債
利
子
を
掛
酌
し
た
の

r
zい
ふ
立
法
者
の
趣
旨
は
潜
む
で
あ
ら
う
が
、
此
正
て
賓
際
、
之
に

負
債
利
子
の
伴
ふ
正
否
ご
に
拘
ら
十
控
除
草
る
、
の
だ
か
ら
、
通
縮
な
も
の
で
は
な
い
0
)

け
れ
正
も
、
仰
に
閥
L

て
は
其
牧
入
を
得
る
に
必
要
な
る
も
の
た
る
以
上
、
負
債
利
子
が
控
除
さ
れ
得
る
。
た
ャ
此
に
一
般
的
人
的
な
る

負
債
利
子
の
控
除
は
許
苫
れ
な
い
。
叉
生
産
費
ご
な
る
負
債
利
子
ご
い
へ
ど
も
、
過
大
な
る
度
合
の
分
は
控
除
を



-
L
f
l
ド

i

」一

H

l
リ

，
 

1
4
1
1明

i

h
つ
;
d
h
J守

1

1

-

h

 

h
l
 

1，.[ 

論

議

四
λ
0

盤
砥
案
由
一
昧
勘
と
し
て
白
負
債
利
子
。
問
題

第
二
十
一
巻

(
第
四
醜

一六)

許
苫
れ
守
、
箪
に
普
通
の
度
合
り
も
の
の
み
が
許
古
る
、
こ
正
に
な
る
。
つ
ま
・
り
我
邦
で
は
法
人
所
得
は
別
ご

し
、
筒
入
所
得
で
は
一
部
の
生
産
費
た
る
負
債
利
子
に
の
み
例
外
ピ

L
て
控
除
を
許
す
の
で
あ
っ
て
、
原
則
正
し

て
負
債
利
子
控
除
を
許
す
の
で
は
な
(
、
前
記
仰
米
獅
な
ど
の
よ

b
は
迄
に
狭
き
度
め
控
除
に
外
な
ら
な
レ
。

ニ
牧
盆
税

A
準
設
上

い
い
負
債
利
子
不
考
慮
又
は
考
慮
不
十
分
の
理
由
1

1
由
来
、
牧
盆
税
で
は
負
債
割
チ
を
会
〈
考
慮
せ
A
Y
叉
は

之
を
考
慮
す
る
ニ
正
不
十
分
で
ゐ
'P
、
其
が
地
税
ご
し
て
は
嘗
然
で
あ
b
、
此
税
の
特
徴
ご
せ
ら
れ
る
(
註
二
丸
)
。

英
理
由
は
主

Z
L
て
は
い
其
が
物
税
で
ゐ
る
の
に
蹄
す
べ
き
だ
が
(
註
=
一
O
)
、
内
い
其
が
大
穂
古
き
時
代
の
設
定
に
か

か
る
ζ

E
仁
も
厨
・
9
(
註
三
ご
、
け
い
或
は
其
が
新
し
き
制
定
に
か
、
る
ご
し
て
も
、
之
が
控
除
を
許
す
の
結
果
、
遺

脱
を
多
か
ら
し
む
る
技
術
上
の
心
配
{
陸
一
三
一
)
・
共
ご
共
に
牧
入
上
の
柏
駅
陥
の
心
配
(
詰
三
一
二
)
を
考
へ

τ、
之
が
控
除

に
鴎
躍
し
、
更
に
或
は
は
い
股
盆
物
慢
に
闘
し
或
負
債
を
負
ふ
芭
す
れ
ば
、
其
持
主
が
之
に
よ
b
牧
盆
を
奉
「
る
に

就
き
有
利
な
る
地
位
に
置
か
れ
る
こ
古
の
事
情
を
省
み
(
鮭
三
四
)
、

5
夏
に
は
牧
盆
税
に
於

τ刺
盆
原
則
の
加
味
の

い
は
れ
得
る

rけ
で
は
、
物
館
に
於
て
有
償
ピ
無
償
ご
に
拘
ら
や
'
努
し
〈
公
共
刺
盆
を
受
け
て
居
る
の
事
怖
を
も

顧
み
た
(
註
三
さ
も
の
だ
正
い
は
晶
、
。
或
は
之
仁
っ
き
負
債
不
考
慮
の
内
部
の
理
由
な
ど
は
な
い
E
い
ふ
鬼
解
も

あ
る
け
れ
ど
も
富
=
一
六
)
、
そ

L
て
寅
際
に
も
拙
官
業
税
の
如
き
に
は
其
純
盆
に
よ
b
τ
課
税
す
る
の
方
法
も
品
目
逗

伊川、



る
以
上
は
、

L
・
随
ふ
て
負
債
刺
子
控
除
が
行
は
れ
来
っ
て
居
る
ゃ
う
で
も
あ
る
が
詮
三
毛
、
共
れ
E
て
も
、
此
が
物
裁
で
あ

人
的
負
債
の
利
子
に
ま
で
及
ぶ
，
』
Z
は

芸
考
慮
は
精
々
車
に
其
血
官
業
費
に
闘
す
る
ど
け
に
止
ま
h
、

由
来
同
室
三
八
)
O

ピ
か
ら

Lτ
何
ご

L
て
も
牧
盆
税
で
は
、
今
一
〈
ご
も
負
債
考
慮
不
十
分
を
苑
れ
な
い
。
叉
並
(
の

主
た
る
原
闘
は
此
が
物
税
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
芭
に
外
な
ら
な

ν。

{
位
二
九
)

ロ
ツ
少
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
ヱ
ヒ
タ

l
、
セ
り
グ
マ
シ
は
、
之
を
以
て
耽
益
粧
の
特
徴
主

L
、
チ
ス
カ
、
ベ
ラ
フ
ヱ
ル

F
ス
、
ナ
レ
ヤ

1
ト

〉
山
品

位
、
此
に
此
殺
の
僻
駄
を
認
め
、
シ
孟
フ
レ

i
、
ェ

1
4
ル
ヒ
撃
は
之
を
以
て
共
官
際
と
錯
す
。

地
租
に
つ
き
エ

1
4
ル
ヒ
、
グ
ル
シ
ツ
エ
ル
、
バ
λ

テ

l
プ
ル
、
コ
ン
ラ

l
y
、

〉施

よ
り
し
て
自
負
債
利
子
由
控
除
が
必
ず
し
も
現
は
れ
ず
と
い
ふ
。

ユ
ツ
チ
之
を
続
き
、
ェ

1
4
ル
ヒ
は
.
替
業
務
に
て
も
、
牧
盆

(
量
三
白
)

チ
ス
方
は
、
之
を
以
て
、
人
に
結
付
か
ず
し
て
物
植
に
結
什
{
所
白
政
命
砥
白
本
質
に
臨
す
、
ペ
ヲ
フ
晶
ル
デ
そ
パ
ス
ア
1
プ
ル
目

地
租
に
於
て
之
を
詑
{
叫

(
健
三
=
)

2
2
5同
、
牧
草
に
於
け
る
負
債
主
点
白
雪
一
部
日
現
行
収
益
輯
目

E制
定
に
崎
ナ
ペ

i
Zす出

タ
ラ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
川
を
指
摘
し
て
局
り
・
昌
司
自
ベ
ル
ヒ
は
、
牧
盆
縮
に
於
け
る
負
債
利
子
隼
晶
除
彊
求
由
貿
祈
が
、
租
枕
技

術
上
広
大
同
離
に
渇
ふ
と
い
ふ
て
居
る
噛

(
健
三
ご

{陸--=回ご

(
位
三
回
)

フ
イ
ス
チ
ン
グ
位
、
牧
盆
秘
に
於
け
る
負
債
不
考
慮
由
考
山
一
部
位
副
陣
収
入
上
自
考
援
に
蹄
ナ
ベ
き
も
目
だ
と
し
℃
居
る
叫

ペ
ラ
フ
エ
ル
戸
ス
口
一
-
地
租
に
於
け
る
負
債
不
挫
臨
が
、
曲
負
債
が
合
理
的
制
岡
山
聞
で
は
噛
だ
改
良
に
健
闘
岬
せ
ら
れ
、
随
点
て
牧
誌
を
靖

加
す
る
ζ

、
と
よ
り
生
ず
と
錨
ナ
叫

〈
陸
一
ユ
五
)

タ
フ
イ
シ
ウ
品
ヒ
タ
ー
は
、
牧
盆
枕
に
於
け
る
負
債
不
考
慮
、
と
い
ふ
ζ

と
は
此
枕
が
財
産
及
其
収
盆
が
整
頓
し
た
る
闘
家
制
度
内
恵

に
よ

nJ
て
保
臨
せ
b
る
お
己
是
白
報
償
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
、
負
債
を
負
へ
る
財
産
が
無
債
由
財
産
主
同
一
由
利
盆

E
、
盤
副
唱
し
た
る
悶
家
制
度

四
A 

首

第
二
十
一
巻

(
第
四
貌

綾

整
結
集
由
一
怯
勘
と
し
て
の
負
債
利
子
白
問
題

七
} 
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盤
稲
案
由
一
口
融
鈷
と
し
て
自
負
債
利
子
白
問
周

よ
り
長

f
る
こ
と
に
共
団
巾
を
認
め
な
〈
て
は
た
ら
白
と
い
ふ
凶

第
二
十
一
魯

{
第
四
都

論

議

四
J、

『
健
三
穴
)

〉a
 

y
イ
ス
テ
ン
グ
は
、
牧
盆
稀
に
於
け
る
負
倒
不
考
慮
に
は
内
部
の
到
由
を
陣
〈
と
い
ふ
て
居
る
。

グ
ル
ン
ツ
Z

ル
は
、
管
業
秘
で
は
、
仙
問
牧
描
目
代
り
に
純
枇
聾
を
採
る
乙
と
A

な
つ
で

l
l
aめ
に
枇
描
続
出
所
得
輯
に
近
接

L
た
と

い
ふ
て
尉
る
が
刊
今
度
白
我
闘
の
改
正
所
得
積
も
此
に
な
ら
う
と
し
て
居
る
千
う
だ
。

(
位
三
七
)

(駐=一八)

ア
イ
ス
テ
ン
グ
は
、
財
源
と
耐
強
制
硝
刷
儒
あ
る
叫
舛
自
負
債
、
特
に
、
純
人
的
の
も
の
、
並
に
組
制
師
，
P

」
髄
抽
開
制
係
な

f
車
に
祇
首
と

か
質
入
な

E
に
て
此
律
上
の
刷
師
に
あ
る
物
的
債
務
目
、
地
利
家
島
椅
棒
業
税
で
は
考
慮
に
謀
る
龍
は
ず
、
曜
だ
費
本
別
チ
稀
に
て

ω
み
考
察
せ

ら
る
主
主
い
ふ
が
、
我
闘
の
舗
に
車
る
べ
き
地
租
白
・
訓
告
は
財
源
と
鶴
湾
側
係
あ
る
負
債
と
い
へ
ど
も
考
雌
せ
ら
れ
ず
、
糊

f
管
業
軸
に
於
て
此

の
み
が
考
山
山
せ
ら
れ
、
費
本
利
子
勧
に
で
も
大
位
地
租
同
様
に
何
瞳
負
債
由
考
慮
が
行
は
れ
自
で
つ
だ
。

ろ
其
結
果
1
1
i
E
し
て
は
、
-
第
一
に
は
極
端
の
場
合
を
想
像
す
れ
ば
、
負
債
利
子
支
梯
の
嶋
崎
め
に
牧
盆
又

は
所
得
よ
ち
し
て
剰
す
所
な
き
も
の
に
も
負
指
せ
し
め
ら
る
、
こ
ど
、
な
っ
て
、
給
付
能
力
な
き
に
課
秘
す
ぜ
い

ふ
大
一
4
都
合
が
あ
h
得
る
(
駐
三
丸
)
の
み
な
ら
す
、

2
第
二
仁
過
大
に
負
債
し
た
る
も
の
ご
少
〈
負
債
L
た
る
者
並

に
無
償
な
る
者
ご
の
聞
に
大
な
る
不
一
公
平
を
生
十
る
を
免
れ
十
{
註
凹
O
)
、

3
且
つ
可
な
b
多
(
負
債
し
た
る
者
に

ご
b
て
は
此
税
が
苛
重
ご
い
よ
を
兎
れ
す
し

τ(駐
四
一
)
・
随
ふ
て
は
経
済
の
畿
遣
を
阻
碍
す
る
こ
古
、
な

h
、
帥
m

h

九
乱
肌
曾
政
策
上
に
A
不
良
の
結
果
を
生
守
る
〈
註
四
ニ
」
0

リ
日
特
に
経
済
界
が
畿
達
L
、
負
債
が
盆
々
多
〈
利
用
苫

る
、
時
代
に
入
つ
て
は
、
之
が
課
税
上
に
考
慮
さ
れ

F
る
こ
ど
は
堪
ゆ
べ
か

ιぎ
る
の
不
都
合
ご
さ
れ
る
ニ
ご
に

な
h
、
少
〈
ぜ
も
闘
税
ピ

Lτ
は
結
局
之
を
棄

τ
S
る
を
得

g
ら
し
む
る
こ
芝
に
も
な
る
(
註
四
三
)
。
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品
ツ
テ
位
、
負
債
者
を
謀
扮
す
る
と
と
は
不
合
珂
だ
&
い
ひ
、
品

I
4
ル
ヒ
位
、
耽
盆
柑
が
正
官
に
働

f
ぺ
き
と
さ
に
は
、
此
が
純
牧

笹
山
積
で
な
〈
で
は
な
り
由
。
共
は
純
枇
盆
の
み
が
義
務
省
に
時
四
り
・
綿
棒
費
及
負
債
利
子
は
他
人
白
収
品
を
成
す
か
ら
と
い
A
M

「
位
三
九
)

(
陸
回
O
)

L

1

4

ル
ヒ
は
、
牧
雄
柑
に
於
け
る
生
産
費
及
負
債
利
子
不
考
臓
に
よ
り
て
砂
か
ら
ず
大
な
不
八
世
平
出
生
ず
と
い

P
、
チ
ァ
シ
ア
ー
ト

は
、
軟
盆
枯
に
於
け
る
負
債
不
考
雌
は
、
現
時
白
土
地
家
島
印
刷
布
岩
田
哨
加
す
る
負
債
に
於
て
、
有
債
腕
宿
主
制
債
所
前
引
と
の
問
に
於
け
る
新
し

き
不
平
等
の
原
凶
だ
と
叫
し
、
イ
ラ
ア
ー
ル
デ
ス
は
、
之
に
よ
り
て
生
ず
る
大
平
時
平
を
牧
撞
揖
の
陪
尉
に
加
へ
、
チ
ス
カ
位
、
牧
徒
指
に
於
け

る
負
備
不
4

育
成
U
F
大
h
M

る
司
陥
と
不
公
平
と
を
生

f
と
鵠
し
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
五
ヒ
N

9

1

は
、
地
租
家
長
枕
に
つ
き
、
コ
ン
ラ
ー
ド
は
地
租
に
つ
き

。

て
此
が
背
川
と
不
公
平
と
を
枕
〈
。

(
位
四
一
」

前
説

H
O、
テ
λ

刀
、
タ
ラ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
タ

E
、
コ
ン
ラ
'
ド
参
照
。

(
肱
四
ニ
)

ペ
ラ
フ
品
川
ダ

λ
H
、
曲
が
結
果
は
、
信
川
剥
刑
白
川
雌
と
い
ふ
ζ

と
で
あ
っ
て
、
紐
摘
の
趣
歩
、
弱
者
自
有
功
な
る
競
争
を
帥
「
る

こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
J

(
註
四
三
)
チ
λ

カ
は
、
負
債
利
子
不
校
除
白
事
貨
が
、
盆
々
以
て
耽
盤
枯
を
し
て
、
信
川
由
上
に
甘
酢
九
つ
け
ら
れ
た
る
魁
晴
生
前
に
於

c、
主
た
る

岡
松
と

L
て
不
油
市
た
ら
し
め
た
企
泊

L
、
シ
ェ

7

レ
ー
も
、
牧
盆
枇
に

τ負
債
利
子
挫
陪
白
行
は
れ
た
か
っ
た
F

』
在
、
並
に
訂
は
る
能
は

f
り

し
こ
と
が
、
牧
益
物
値
山
大
な
る
却
つ
不
釣
合
な
る
負
債
白
相
加
以
端
、
此
枕
を
拙
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
た
即
自
重
な
理
由
だ
と
い
ふ
。
仰

ほ
之
と
刷
聯
L
、
ポ

l
リ
ユ
ー
が
、
農
業
が
衣
部
に
設
越
す
る
と
き
に
、
組
牧
雄
に
謝
す
る
純
牧
盆
の
割
合
が
漸
減

L
、
線
牧
盆
白
蹴
る
大
な
る

部
分
が
胆
糾
心
活
的
に
土
地
に
つ
い
て
錨
さ
れ
た
る
借
金
の
償
却
や
、
組
替
の
鵠
品
不
跡
産
に
技
ぜ
ら
れ
た
資
本
山
一
五
刺
崩
油
開
目
泊
め
に
岨
肱
さ

油

m

z

h

ζ

在
、
な
る
と
説
い
て
府
司
令
。

何
質
際
上
1
1い
い
外
側
に
て
も
此
税
仁
つ
い

τは
負
侠
不
考
慮
か
少
〈
ピ
も
考
慮
不
充
分
で
ゐ
り
(
註
四
四
)
、
ゐ

我
邦
仁
て
は
信
雄
小
の
が
之
を
不
考
慮
ど
し
た
の
み
で
な
〈
、
今
度
の
改
税
案
に
依
る
も
の
に
て
も
、
地
却
で
は
恐

議

諭

盤
枯
川
県
白
↑
降
鮎
と

L
c
h
m
負
債
利
子
凸
問
題

第
二
十
一
聾

(
第
四
棋

ブL

四

" 
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論

設

畦
出
枯
案
内
一
融
制
と
し
て
の
負
債
利
子
内
問
題

(
埠
阿
脱

r可、d

四
八
四

第
二
十
一
世

ら
〈
会
〈
不
考
慮
で
あ
b
、
資
本
利
子
枕
に
て
は
、
大
部
分
の
麗
す
る
天
引
課
税
の
仁
て
は
蛍
然
不
考
慮
、
所
得

者
課
税
の
分
で
も
恐
ら

f
所
得
税
に
於
け
る

a
原
則
が
行
は
れ
て
不
考
慮
ご
な
る
で
ゐ
ら
う
し
、
濁
vO
岨
官
業
税
に

於
て
、
漸
く
唯
だ
且
官
業
践
を
成
す
負
債
利
子
の
み
が
所
得
税
の
b
原
則
に
依
ち
て
按
除
き
る
、
に
止
ま
る
こ
吉
、

つ
ま
h
一
部
の
牧
盆
に
於

τも
而
か
も
一
部
の
控
除
が
行
は
る
、
の
み
で
ゐ
る
。
此
鮎
に
於
て

な
ら
う
(
訪
問
主
)
。

一一一一一一

此
税
が
決
し
て
望
ま
し
き
も
の
で
は
な
い
。

{
駐
四
回
)

(
陸
四
五
)

面;/ 百リ
出血

本 丸
出 番
(ー)Hff 
(B) 。
(ろj
事
冊。

日
財
産
税
!
ー
で
あ
れ
ば
、
其
が
人
税
で
ゐ
れ
粘
か
ら
い
ふ
も
、
綿
花
財
産
の
完
杢
な
る
意
義
を
定
む
る
上
炉
ら

い
ム

τも
(
誌
四
六
)
、
負
債
は
物
的
正
人
的
ど
を
問
は
宇
凡
イ
て
控
除
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
凶
(
註
四
七
)
。
雷
に
理
論

上
然
る
の
み
な
ら
守
、
質
際
に
も

F

辿
例
然
bJ
で
ゐ
る
(
剖
四
八
)
O

嘗
て
普
闘
の
財
産
税
に
て
家
計
的
負
債
不
控
除
己

L
た
所
で
は
あ
る
が
・
共
は
家
計
的
財
産
を
不
課
税
ピ

L
た
結
果
で
あ
り
(
仕
四
九
)
、
猫
逸
会
憾
の
新
し
き
則
産
税

却

で
は
此
家
計
負
債
不
控
除
主
義
が
明
か

γ
撤
去
せ
ら
れ
・
今
は
凡
べ
て
の
負
依
を
控
除
し
て
課
税
す
る
こ
ど
に
な

っ
て
居
る
。

円
陸
四
穴
)
フ
イ
ス
チ
ン
グ
は
、
租
枕
義
務
あ
る
財
産
山
確
定
て
は
、
貸
方
財
産
封
負
債
正
負
挽
の
元
本
倒
悼
の
長
嗣
だ
け
減
少
さ
れ
な
{
て
は
な

ι白
川
崎
錦

L
-
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー
も
、
則
抗
措
の
物
値
は
時
備
に
よ
り
て
評
定
さ
れ
た
る
長
さ
鋤
不
動
産
か

ι負
債
を
性
除
し
た
巴
も
の
だ
と

、
叫

U
P
A
 

(
話
回
七
)

三
フ
エ
ル
ヂ
λ

は
、
財
産
枯
て
は
、
負
債
u

控
除
が
一
般
的
規
別
だ
と
い
ザ
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S. !Qd 
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7
4ル
ヒ
は
、
遇
制
、
此
拾
に
よ
り
な
唱
だ
純
財
産
(
負
債
叫
除
の
行
は
れ
た
る
)
の
与
が
課
税
せ
ら
る
と
い
ひ
、
グ
ル
シ
ツ
エ
ル

は
、
此
に
て
は
祖
例
、
負
債
が
控
除
さ
る
と
絹
す
剖

{
控
四
八
〕

ロ
ツ
ァ
は
、
普
由
一
九

o
t年
現
行
訟
に
で
液
計
負
債
叫
舛
自
負
債
が
控
除
さ
れ
て
居
た
が
、
北
九
家
計
負
備
を
不
酎
除
と

L
た
の
は
、

出

家
計
財
産
が
不
謀
拾
で
あ
っ
た
低
め
だ
と
い
ふ
て
府
る
。

(
陸
四
九
)

幸吉

論

以
五
仁
よ
b
τ
、
吾
人
は
祖
税
特
に
直
接
基
本
税
に
於
て
負
債
メ
は
負
債
利
子
の
控
除
ご
い
ふ
F

}

ご
が
根
本
的

に
必
要
な
る
も
の
に
ど
レ
ふ
こ
芭
を
知
ち
、
而
か
も
其
が
牧
盆
税
に
於
て
は
到
底
、
不
完
全
に
し
か
行
ム
こ
ご

ω

曲
家
ぬ
も
の
で
め
っ
て
、
所
得
税
正
財
産
税
ご
に
於
て
、
特
に
財
産
税
に
於
-1
最
良
〈
之
を
行
ひ
得
き
』
ぜ
を
見

出
L
た
。
蕗
で
我
闘
の
所
得
税
は
一
克
来
、
此
鮎
に
於

τ不
十
分
で
あ

h
、
今
少
し
(
改
良
し
た
き
も
の
を
獲
す
所

で
め
る
ご
い
ふ
に
就
い

τは
、
せ
め
て
は
之
が
補
完
殺
な
h
J
E
も
共
の
一
屠
完
全
に
行
ひ
得
る
望
み
あ
る
財
車
脱
税

を
持
家
b
h
h
き
所
で
あ
一
る
の
に
、
政
府
の
整
税
案
が
之
を
持
古
都
る
こ
ご
を
政
士
世
守
し
て
、
此
貼
に
於
一
1
最
不
都

合
な
る
牧
盆
税
を
選
ん
だ
ご
い
ム
ニ
ご
は
甚
ピ
法
城
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
れ
刷
。
改
税
案
に
色
々
の
弱
貼
も
あ
る

が
、
議
に
い
ふ
負
債
考
慮
の
不
十
分
ご
い
ム
，
‘
正
も
亦
甚
大
な
る
一
の
mm
貼
た
る
を
失
は
泊
。
其
れ
で
此
改
税
の

下
に
於
て
、
負
債
の
有
無
大
小
に
よ
b
て
は
頗
る
大
な
る
不
公
平
が
生
じ
、
弱
き
負
債
者
が
一
屠
盤
迫
せ
ら
る
、

ピ
レ
ふ
枇
曾
的
不
都
合
が
現
は
れ
、
負
債
を
利
用
す
る
経
済
上
の
活
動
が
鈍
ぷ
る
ご
い
V

ふ
こ
吉
、
も
な
り
、
財
政

牧
入
の
屈
伸
カ
も
乏
し
き
も

ωた
ら
玄
る
を
符
曲
。
此
等

ω銚
賠
に
気
付
か
す

L
て
、
只
々
此
改
税
案
に
随
喜
す

る
所
の
我
闘
の
輿
論
に
調
[
て
は
、
私
は
此
際
切
に
反
省
を
願
ふ

τ巳
ま
な
い
。

整
狩
案
の
一
献
酷
と
し
て
の
負
債
剃
干
の
問
題

弟
二
寸
一
巷

(
第
四
韓

) 

四
八

E

粛

能
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